
入札説明書に関する質問及び回答

No. 頁 第 1. (1) 1) ① a a) 項目名 質問 回答

2 4 2 8. (1) 統括管理業務

統括管理業務として記載されている①～④の業務を実施
する企業は、P11 第3.3.(3)入札参加者の参加資格要件
（業務別）に要件の記載がないため、参加に必要とされる
要件は、(2)入札参加者の参加資格要件（共通事項）のみ
ということでよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

12 9 3 2.
入札説明書等に関する質
問への回答の公表日程に
ついて

「入札説明書等に関する質問への回答の公表」について
手順及びスケジュールの日程では2019年5月17日となっ
ておりますが、「入札参加資格確認申請書」に係る内容に
ついては、可能な限り前倒しでご回答頂きたい。
【前倒しでご回答頂きたい主な項目】
・入札参加者の参加資格要件に係る内容
・提出様式に係る内容（様式2-1～様式2-10）
・提出様式へ添付する書類に係る内容

提出された時期が早期なものから順次回答を作成
しておりますが、可能な限り配慮します。

13 9 3 3. (1) 1) 入札参加者の構成等

「設計企業」「建設企業」「工事監理企業」「維持管理企業」
「運営企業」に「新駐車場(立体部)建設業務」を新たに加
え、「協力会社」としてPFI事業者から直接請負う事は可能
でしょうか。

可能です。

15 10 3 3. (2) 3)
入札参加者の参加資格要
件（共通事項）

3)に記載の要件でない者という理解でよろしいでしょうか。
ご理解の通りです。
「～に該当しない者であること。」に修正します。

16 11 3 3. (3) 1) ② 設計企業
「同一種類の業務」とありますが、「同一種類」の具体的な
用途、規模等をご教示ください。

「同一種類の業務」とは、建築物の設計等であり、
用途や規模は問いません。

17 11 3 3. (3) 1) ②
設計企業（建設企業も共
通）

「2019年1月1日（以下、「基準日」という。）の直前2年の事
業年度の期間」とは、仮に3月が決算月の場合、2016年4
月1日～2018年3月31日の2年間との理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解の通りです。
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入札説明書に関する質問及び回答

No. 頁 第 1. (1) 1) ① a a) 項目名 質問 回答

18 11 3 3. (3) 1) ②
設計企業（建設企業も共
通）

「基準日（2019年1月1日）の直前に到来した事業年度の終
了の日」とは、仮に3月が決算月の場合、2018年3月31日
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

19 12 3 8. (3) 2)
②
③

建設企業の入札参加要件
「当該企業が担当する建設工事と同一種類の建設工事」
とありますが、ここでいう「種類」とは、建設業法による建
設工事の業種区分という理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

20 12 3 3. (3) 1) ③ 設計企業
「体育館等の類似施設」とありますが、「類似施設」の具体
的な用途、規模等をご教示ください。

空間規模、仕上げ等が体育館等と類似する施設と
お考え下さい。

21 12 3 3. (3) 1) ③ 設計企業
「駐車・駐輪場の同種類似施設」は、体育館と同一契約で
の実績が必要でしょうか。それとも別契約での実績が必要
でしょうか。ご教示ください。

「駐車・駐輪場の同種類似施設」は、体育館と同一
契約でも、別契約でも問題ありません。

22 12 3 3. (3) 1) ③ 設計企業 駐車・駐輪場は、付属施設での実績でよろしいでしょうか。
駐車・駐輪場は、付属施設での実績でも構いませ
ん。

23 12 3 3. (3) 1) ③ 設計企業
「駐車・駐輪場の同種類似施設」は、自走式、機械式、駐
車台数等の条件をご教示ください。

提案書に記載を予定する施設と同種類似したもの
を記載してください。
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入札説明書に関する質問及び回答

No. 頁 第 1. (1) 1) ① a a) 項目名 質問 回答

24 12 3 3. (3) 2) ② 建設企業
建設業法第27条の23第1項の審査を受けた者であること
を証する書類とは何かご教示ください。

経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書で
す。

25 12 3 3. (3) 2) ③ 建設企業
「同一種類の建設工事」とありますが、「同一種類」の具体
的な用途、規模等をご教示ください。

建設業許可の業種区分の工事となります。用途や
規模は問いません。

26 12 3 3. (3) 2) ④ 建設企業
「体育館等の類似施設」とありますが、「類似施設」の具体
的な用途、規模等を、教えてください。

No.20の回答をご参照ください。

27 12 3 3. (3) 2) ④ 建設企業
「駐車・駐輪場の同種類似施設」は、体育館と同一契約で
の実績が必要でしょうか。それとも別契約での実績が必要
でしょうか。ご教示ください。

No.21の回答をご参照ください。

28 12 3 3. (3) 2) ④ 建設企業 駐車・駐輪場は、付属施設での実績でよろしいでしょうか。 No.22の回答をご参照ください。

29 12 3 3. (3) 2) ④ 建設企業
「駐車・駐輪場の同種類似施設」は、自走式、機械式、駐
車台数等の条件をご教示ください。

No.23の回答をご参照ください。
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入札説明書に関する質問及び回答

No. 頁 第 1. (1) 1) ① a a) 項目名 質問 回答

30 13 3 3. (3) 4) ③
維持管理企業の参加資格
要件

維持管理業務の遂行にあたり必要な資格について、最低
限提出を求めるものをご教示下さい。

提案書に記載を予定する業務内容の実施に必要な
資格を証するものです。

31 14 3 4 (4) 2) 入札参加資格確認申請書

統括管理業務として記載されている①～④の業務を実施
する企業は、様式2-5～2-9と同様に、見出しを「入札参加
資格確認申請書（統括管理業務を行う企業）として提出す
るという理解でよろしいでしょうか。また、その場合、様式
番号はどのようにすればよいかご教示ください。

統括管理業務に関する入札参加資格確認申請書
の提出は不要です

32 14 3 4 (4) 2) 入札参加資格確認申請書

自由提案事業等として記載されている①および②の業務
を実施する企業は、様式2-5～2-9と同様に、見出しを「入
札参加資格確認申請書（自由提案事業等を行う企業）とし
て提出するという理解でよろしいでしょうか。その場合、様
式番号はどのようにすればよいかご教示ください。また、
例えば運営企業が①の自由提案事業を行う場合は、入札
参加資格確認申請書（運営業務を行う企業）の応募グ
ループ内での役割分担欄に、「運営業務、自由提案事業」
と記載すればよいとの理解でよろしいでしょうか。

自由提案事業に関する入札参加資格確認申請書
の提出は不要です。
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入札説明書に関する質問及び回答

No. 頁 第 1. (1) 1) ① a a) 項目名 質問 回答

33 16 3 4． (4) 2)
参加表明書、入札参加資
格確認申請書

本総合評価一般競争入札に「構成員」として参加する場
合、沼津市の入札参加資格申請書で「代表者（社長）」か
ら「受任者（事務所長）」に権限を委任しているため参加表
明書、入札参加資格確認申請書に記載する代表者名は
「受任者（事務所長）」として書類を作成するとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解の通りです。
委任事務所で参加申請をする場合は、代表者から
の契約権限等の委任を証する書面が必要となりま
す。なお、書面の提出等については以下の通りとし
ます。
（1）沼津市競争入札参加資格審査申請をしている
     場合
　①委任事務所に委任し、同委任事務所で申請す
     る場合　→本書面の提出は不要
　②委任事務所に委任しているが、本社・本店で申
     請する場合　→本書面の提出は不要とし、使用
　　 印鑑届を本社・本店の使用印で提出
（2）沼津市競争入札参加資格申請をしていない場
     合
　   →委任事務所に委任する場合は、沼津市競争
　　 入札参加資格審査申請提出書類の委任状（5
     市3町統一様式4）を参考に書面を作成して提
     出（委任日は様式2-3で代表企業に委任する
     日と整合を図ってください）
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